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別 紙 

会 議 の 経 過 
令和３年３月４日（木） 

午 前 ９時２６分 開議  

 

◎ 開会・開議の宣言 

○議長（濱野茂樹君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻より少し早いですが、皆さんおそろいでございますので、始めたいというふうに思います。 

 開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日、３月定例会が招集されましたところ、議員をはじめ、関係者の皆様方にはご壮健にてご出

席をいただき、ここに開会できますことは誠にご同慶に堪えないところであります。 

 京都府における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言は解除されましたが、新しいステ

ージにおける要請等、ウイルスとの戦いが継続している中、営業時間の短縮や不要不急の外出自粛

等にご協力をいただいている事業者や町民の方々、また、医療提供体制への負担が増す中、対応を

続けられている医療従事者をはじめとする関係者の方々に改めて感謝を申し上げます。 

 今定例会は総額２９億７，１００万円に上る令和３年度一般会計予算をはじめ、各種条例の改正

など、多数の重要な案件を審議する議会であります。また、今議会中には東日本大震災から１０年

となる日を迎えることとなります。私たちは今後とも災害に強いまちづくり、地方創生、さらには

町民福祉の向上に向け、全力で活動していかなければなりません。議員の皆様方には、会期中格別

のご精励をいただき、慎重審議を尽くされ、新型コロナウイルス感染症への確実な対応、本町なら

ではの地方創生のさらなる前進に寄与されますとともに、議事運営につきましても特段のご協力を

賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 町長より招集の挨拶を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

 令和３年第１回伊根町議会定例会の招集に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今年の冬は過去２年間の暖冬、積雪のない冬と異なり、一転いつもの本町の冬模様でございまし

た。そして、積雪も例年並みとなり、除雪費もかさんだところでございます。当初予算額と同額の

７００万円を今回補正提案するに至っております。 

 さて、昨年は新型コロナウイルス感染症と、それに伴うコロナ不安に振り回された１年でござい

ました。京都府内の感染者数は減少傾向になり、２月末で緊急事態宣言は解除となりましたが、現

在に至りましても社会経済活動の停滞や首都圏での感染の再々拡大など、今後に対する不安は払拭

できない状況が続いております。 

 感染予防の切り札とされておりますワクチン接種におきましては、２月１４日にファイザー社製

のものが日本でも承認され、医療関係者に先行接種が開始されました。また、２月２４日には

６５歳以上の高齢者優先接種の開始時期が４月１２日と示されました。ただ、現時点でのワクチン

配布計画では、１２日の週に京都府内で使用できる見込みは２箱、１，９５０回分ということでご

ざいます。この数ではとても当町には回ってこないのでありましょう。当てにはできないわけであ

ります。全市町村に１箱配布されるのは４月２６日以降と聞いており、その後の配布計画はまだ不

明でございます。国は必要量を早急に確保し、高齢者優先接種の早期完了、基礎疾患のある方の優

先接種、それに続いて全国民が希望すれば受けられる体制の確立というステップを確実に進めてい

ただくことを切に願うものでございます。 

 本町といたしましても、円滑、迅速、かつ安全な集団接種に向け、職員挙げて訓練を重ねており

ます。町民の皆さんによくやってくれたと、そう言われるよう、職員挙げて尽力いたします。そし

て、終息を迎えた後には、疲弊した経済を一日も早く回復させることができるよう手だてを準備し

ておくこと、備えが必要と考えているところでございます。 

 本定例会にご提案申し上げます議案については、当初予算で一般会計と特別会計で８件、補正予

算が一般会計ほか特別会計で４件、条例の一部改正が３件、その他で３件を予定しております。 
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 何とぞ慎重審議の上、全議案についてご可決賜りますようお願い申し上げ、本定例議会招集のご

挨拶といたします。 

○議長（濱野茂樹君） ただいまの出席議員は全員です。 

 ただいまから令和３年第１回伊根町議会定例会を開催し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、議長において 

           １番、和 田 議員 

           ５番、山 根 議員を指名します。 

 以上の両議員に差し支えのある場合は、次の号数の議席の議員にお願いいたします。 

 

◎ 日程第２ 会期の決定 

○議長（濱野茂樹君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 去る２月２５日の議会運営委員会で協議の結果、今期定例会の会期は本日から３月１８日までの

１５日間ということで決定いただきました。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から３月１８日までの１５日間といたしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月１８日までの

１５日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定については、お手元に配付の会期及び審議予定のとおりであります。 

 

◎ 日程第３ 諸般の報告 

○議長（濱野茂樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 諸会議等へ議員等の出席された状況は、公務報告のとおりでございます。 

 監査委員から報告のあった例月出納検査結果については事務局で保管しておりますので、必要な

方は閲覧ください。 

 次に、私のほうから会議等の報告を申し上げます。 

 ２月１２日、京都府後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会が招集され、出席してきました。

条例の制定及び改正３件、補正予算２件、当初予算２件、専決処分の承認１件、請願１件が審議さ

れ、請願を除き全て可決されました。なお、詳細資料は配付済みのものを閲覧ください。 

 続いて、上辻副議長から京都地方税機構議会定例会及び宮津与謝環境組合議会定例会について報

告いただきます。２番、上辻議員。 

○２番（上辻 亨君） ２月３日、ルビノ京都堀川で京都地方税機構議会定例会が行われました。

議案内容は、令和３年度京都地方税機構一般会計予算、令和２年度京都地方税機構一般会計補正予

算、京都地方税機構職員定数条例一部改正について審議いたしました。審議の結果、全て賛成多数

で可決されました。 

 ２月２２日、与謝野町役場で令和３年第１回宮津与謝環境組合議会定例会が行われました。議案

内容は、監査委員の選任について、公平委員会委員の選任について、令和２年度宮津与謝環境組合

一般会計補正予算、令和３年度宮津与謝環境組合一般会計予算について審議しました。監査委員に

中村明昌氏、私、上辻亨が選任同意され、公平委員会委員に山田敏和氏が選任同意されました。残

り２議案について審議した結果、全員賛成で可決されました。 

 以上です。 

○議長（濱野茂樹君） 次に、松山総務委員長から総務委員会及び宮津与謝消防組合議会定例会に

ついて報告いただきます。７番、松山議員。 

○７番（松山義宗君） １２月１８日、コロナ禍において取り組む課題について意見交換を行いま
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した。 

 １月２１日、新型コロナウイルス感染緊急事態宣言を受けた緊急要望をテーマとして委員会を開

催し、要望を取りまとめ、２９日に町長への要望を行いました。 

 ２月２５日、Ａコープいね店閉店を受け、今後において過疎化が引き起こす住民サービスの提供

のあり方について、緊急提言をまとめるため招集し、意見交換を行いました。 

 また、２月２２日、宮津与謝消防組合議会定例会が招集されました。専決処分２件、人事１件、

条例の改正１件、令和３年度当初予算１件が慎重審議され、全て可決となりました。 

 以上です。 

○議長（濱野茂樹君） 最後に、佐戸産業建設委員長から、産業建設委員会について報告いただき

ます。８番、佐戸議員。 

○８番（佐戸仁志君） １２月１８日、議会終了後、産業建設委員会を行いました。コロナウイル

ス感染症による観光業などへの影響を調査することについて協議いたしました。 

 １月２１日、コロナウイルス感染症に対する町への要望書の内容について協議いたしました。 

 以上です。 

○議長（濱野茂樹君） 何かご質問等ございますか。ないようですので、以上で諸般の報告を終わ

ります。 

 

◎ 日程第４ 行政報告 

○議長（濱野茂樹君） 日程第４、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありました。 

 道路整備実施計画表、第９次伊根町高齢者健康福祉計画・第８期介護保険事業計画（一体型）、

第３次障害者基本計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画、伊根町空家等対策計画及び

予備費充用についてはお手元に配付のとおりであります。 

 続きまして、調停（令和２年議案第６０号）の取下げについて報告をお願いします。 

 上山副町長。 

○副町長（上山富夫君） それでは、私のほうから昨年７月の臨時議会におきまして、議案第

６０号として議決いただきました調停の申立てにつきまして、相手方の     氏、    氏、

    氏、この３名との協議が整いましたことから、調停の取下げをいたしましたので、ご報告

申し上げます。 

 本件は、平田立町に伊根町が    氏から無償譲渡いただきました土地、建物の土地の一部が

吉田氏３名の所有地であり、賃貸部分を適正な額で売り渡していただけるよう昨年から交渉を続け

てまいりましたが、双方の言い分には大きな金額差があり、折り合いがつかなかったという案件で

ございます。 

 議決をいただきました後、８月１１日に伊根町の顧問弁護士を代理人として、宮津簡易裁判所に

調停の申立書を送致し、１０月１日に裁判所におきまして調停が行われました。双方からの意見陳

述を受けた調停員からは、伊根町、また吉田家双方に対して双方で何とか折り合いをつけて協議を

再開するよう努力すべきと、そういう助言、指導を受けたところでございます。その後、この調停

を契機に双方で協議を再開する道筋をつけることができ、計４回の協議により双方の間において土

地売買契約を締結することができました。 

 契約の内容といたしましては、伊根町が吉田家に対し、令和２年度から令和９年度までの８年間

に年間それぞれ３６万円、また、最終年である令和１０年３月末に４１２万円、合計７００万円を

支払うことで合意をいたしております。 

 このように契約が成立いたしましたことから、裁判所に対し、１月１８日に調停の取下げをした

というものでございます。 

 なお、調停の申立ては議決案件でありますが、取下げにつきましては議決を要しないこととされ

ておりますことを確認いたしておりますので、ご報告のみとさせていただきます。 

 以上で調停の取下げについての報告とさせていただきます。 

○議長（濱野茂樹君） これで行政報告を終わります。 
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◎ 日程第５ 議案第１号 

     ～ 

◎ 日程第１２ 議案第８号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第５、議案第１号 令和３年度伊根町一般会計予算、日程第６、議案

第２号 令和３年度伊根町国民健康保険特別会計予算、日程第７、議案第３号 令和３年度伊根町

簡易水道特別会計予算、日程第８、議案第４号 令和３年度伊根町下水道事業特別会計予算、日程

第９、議案第５号 令和３年度伊根町財産区特別会計予算、日程第１０、議案第６号 令和３年度

伊根町介護保険特別会計予算、日程第１１、議案第７号 令和３年度伊根町訪問看護事業特別会計

予算、日程第１２、議案第８号 令和３年度伊根町後期高齢者医療特別会計予算、以上、令和３年

度当初予算案８議案を一括議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） それでは、予算の説明に先立ちまして、令和３年度の町政運営に関する基

本的な考えを申し上げ、当初予算案と主要事業についてご説明申し上げます。 

 さて、本日冒頭のご挨拶でも申し上げましたが、昨年は、新型コロナウイルス感染症の蔓延に始

まり、それに続くコロナ不安に振り回された一年でございました。現在に至りましても、社会経済

活動の停滞や感染再々拡大の、そしてそれに伴う救急医療の危機的状況の再来などと不安は払拭で

きない状況が続いております。そのような中で、感染予防、重症化防止の効果が期待されるワクチ

ンも供給が開始され、医療関係者への先行接種が始まっております。 

 政府は、ワクチンの確保を進め、４月１２日以降、６５歳以上の優先接種を開始するとしており

ます。ただ、現時点のワクチン配布計画では、確実に各市町村に１箱届くのは４月２６日の週とい

うことでございます。そして、その１箱では４８７人に２回接種できる量でございます。本町では、

既に皆様御存じのとおり、ワクチンが届き次第、接種を開始することができるよう、集団接種の手

順を確立し、安全に接種できるようパートごとの訓練を繰り返し実施をしております。さらに来週、

３月８日に全体を通しての訓練も計画しており、万全を期したいと考えているところでございます。 

 また、今月下旬にはコールセンターの開設を予定しております。国において整備が進んでいるワ

クチンの解説を基に、この新しいワクチンに対しての疑問などにお答えができるよう準備を進めて

まいります。さらに、ワクチンの配布数量と、その到着期日がはっきりしたタイミングで、順次こ

のコールセンターで接種の予約受付を行う予定でございます。 

 このコロナ禍において、世は在宅勤務やＷＥＢ会議を導入し、学校でも遠隔授業が行われるなど、

デジタル化の広がりが顕著でございます。この動きは危機をチャンスに転じる機会と考えます。前

向きに捉えるべきと受け止めております。 

 本町も、昨年取り入れた防災行政無線に代わる「いねばん」をさらに充実させ、双方向性のある

新たな利活用を模索してまいります。 

 一方、行政の仕事においては、やはりリモートでは補い切れないものがございます。先般も区長

協議会や農林漁業者の皆さんと感染対策に努めた上で、対面で意見交換をさせていただきました。

やはりそのことにより、互いに新たな課題や気づきがあり、人と向き合う大切さを痛感したところ

でございます。 

 行政サービスの価値というものは、その中身が半分、もう半分は、その施策が醸す安心感や雰囲

気であります。そして何よりもそれを扱う人間の接し方で決まると心得ます。今は社会的な距離を

十分取りつつも、町民の皆さんにしっかり寄り添い、心の距離を近く保てるよう、職員ともどもに

頑張ってまいります。 

 さて、このコロナ禍の中で見えてきたものがございます。それは、政治経済文化の東京一極集中、

都市部への人口集中の危うさであります。この危うさを回避し、持続可能な日本社会を目指すため

には、地方の農山漁村に重きを置いた分散型低密度社会の構築が望まれます。すなわち我々地方の

出番でございます。 

 伊根町は、多くの課題や少子高齢過疎という難題をも抱えております。今後も新たな行政ニーズ

は生まれます。しかし、これからは地方の時代だということをしっかり自覚し、歩を進めなければ
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いけません。この町の現状や我々の施策を、またおのれ自身をも冷徹に見つめ直し、足らざるもの

を補い、町民の皆さんとのコミュニケーションと協調の中、意欲と気概を持って挑み続けてまいり

ます。 

 令和３年度に実施する事業は、コロナ禍で不安定化している町内の社会経済活動を支えることと

併せて、コロナ収束後を見据えた事業展開を計画しております。ウィズコロナ、ポストコロナを見

据えた明日に架ける橋予算でございます。そのため、昨年度当初予算と合わせて、今年度予算を増

額、繰越しをして事業を実施します。 

 当初予算では、平田地区内において寄贈を受けた伝統的建造物を活用し、文化振興と多世代交流

を目的とした施設の整備改修に関わる設計費用などを計上しております。 

 施設の想定といたしましては、図書情報室、ＩＣＴルーム、学習ルームなどを備え、低年齢層へ

の情報化教育の充実と高齢者のデジタルデバイドの解消のための施策の充実を図りたく考えます。 

 また、そういった事業を通して、幼児から高齢者までが一緒に情報学習に取り組むことによる多

世代交流や、講師を福知山公立大の情報学科にお願いするなど、高等教育機関との連携も視野に入

れてまいります。 

 再生可能エネルギー活用型地域振興事業では、経済産業省のエネルギー構造高度化・転換理解促

進事業補助金を財源として、再生可能エネルギーを活用した地域振興に取り組みます。国は、

２０５０年までに温室効果ガスの排出を国全体でゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会を

目指すことを掲げ、省エネルギーや再生可能エネルギーの活用を推進しております。 

 本町におきましても、３年目となる再生可能エネルギーの取組でございますが、基礎調査、可能

性実現調査の成果を基に、目指す再エネ活用の将来像を定め、まずは令和４年度にコミバスをＥＶ

デマンドタクシーに移行する前段の実証実験運行を行います。交通手段という身近なところからエ

ネルギーの使い方・意識を変える仕組みづくりをスタートさせたいと考えております。 

 将来的には、大規模な再エネ発電を主電源とした地域新電力の検討と再エネの地域内循環・地域

内消費によって産業の活性化、競争力の強化とともに行政サービスを充実させてまいります。もう

一歩先へ行けば町民の皆さんに安い電力を提供するというようなことも可能であろうかと思います。

可能性もあると思います。そういったものにつなげれば、農林漁業、観光、移住定住、様々な分野

において再エネを活用した施策を展開させ、持続可能な「ええまち」を実現できるものと考えてお

ります。 

 令和２年補正予算分では、感染症対策事業、新型コロナウイルスワクチンの接種体制整備がござ

います。４月に予定されている新型コロナウイルスワクチンの接種開始に向け、国が示す接種順位

に従い、町民の方々がワクチンの接種を受けられる体制、接種券、予診票の印刷・発行、コールセ

ンターの設置、システム改修、医療機関への委託費等々、その体制を整備いたします。 

 また、観光振興の施策におきましては、令和２年度に設計業務を実施しました伝統的建造物を活

用した公設民営型飲食施設の整備を実施いたします。施設の経営は、地元の水産会社、伊根浦漁業

株式会社が行い、その日水揚げした新鮮な魚が食べられる和食が中心の飲食店、昼、夜の営業を行

う予定でございます。魚のみならず、他の食材も町内産を積極的に使用し、地元産材の消費拡大に

よって、観光振興と農業・漁業の産業振興を一体的に行いたいと考えております。 

 地域振興券発行事業では、新型コロナウイルス感染症の第３波に伴う緊急事態宣言によって影響

を受けた町民への経済的支援と町内消費の喚起により、間接的に町内事業者を支援するものでござ

います。具体的には、伊根町内の店舗で使用できる地域振興券を全町民お１人１万５，０００円分

配布いたします。予算可決後、速やかに町民の皆さんのお手元にお届けいたします。使用期限は

５月３１日までとしており、なるべく早く使っていただき、消費効果をいち早く事業者に届けたく

考えております。夫婦お２人で３万円となります。少しでも町民の方の家計がよくなり、町内事業

者の経営がプラスに転じればと願うところでございます。 

 それでは、当初予算の提案説明に戻らせていただきます。 

 予算書１ページをご覧ください。 

 また、別刷りの令和３年度伊根町当初予算（案）の３ページを併せてご覧ください。 

 歳入歳出予算の総額は２９億７，１００万円、前年度と比較し６，１００万円、２％の減額とな
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っております。 

 それでは、歳入から説明いたします。一般会計は事項別明細書に詳細がございますので、そちら

をご覧ください。 

 １４ページ、１５ページをお願いをいたします。 

 町民税は６，８４３万７，０００円、前年比８１万３，０００円の減額です。固定資産税は、

７，３４６万２，０００円、前年比６６万２，０００円の減額です。町税全体では２７０万

７，０００円、１．７％の減額となっております。 

 １８、１９ページをお願いをいたします。 

 地方交付税は１４億２，３００万円、４，７００万円の増額を見込んでおります。地方財政計画

で、地方交付税は０．９兆円、９，０００億円、５．１％の増と昨年を上回る伸びが示され、また、

昨年度、地方法人課税の新たな偏在是正措置のため創設された地域社会再生事業費が引き続き計上

されていることなどを勘案し、一定の留保財源の確保も含めてこの額としております。 

 分担金及び負担金は全体で７１３万３，０００円です。前年比１６６万円、１８．９％の減とな

っておりますが、昨年度の防災施設整備事業、屋外拡声局の整備でございますが、その分担金減な

どによるものでございます。 

 次のページにかけて、使用料及び手数料では、総額１億６２０万１，０００円、前年比４７８万

円、４．３％の減額です。公共残土処分場使用料、筒川文化センター使用料の減額などによるもの

でございます。 

 国庫支出金は２億７，３３４万６，０００円、前年比１，６５９万２，０００円、５．７％の減

額です。エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金の減額によるものでございます。 

 ２２、２３ページをお願いをいたします。 

 府支出金は２億８９４万円、前年比１，９８７万１，０００円、１０．５％の増額でございます。

水産物供給基盤機能保全事業補助金の増額によるものでございます。 

 ２８、２９ページにかけての財産収入は４３５万６，０００円、前年比１３万４，０００円、

３．２％の増額となっております。 

 寄附金は１，４３０万円で、前年比２００万円、１２．３％の減で、ふるさと応援寄附金の減少

によるものでございます。 

 繰入金は３億３，３９１万５，０００円、前年比３，４７９万６，０００円、９．４％の減額で

ございます。公共残土処分場管理基金繰入金の減額などによるものでございます。 

 ３０ページ、３１ページをお願いします。 

 繰越金は２，０００万円で、前年度同額です。 

 諸収入は３，４０３万４，０００円、前年比５５０万５，０００円、１９．３％の増額です。学

校給食を公会計化することに伴う教職員の給食費実費負担分を計上したことなどによるものでござ

います。 

 ３２、３３ページをお願いをいたします。 

 町債は３億２，７００万円、前年比７，７６０万円、１９．２％の減額です。 

 次に、歳出でございます。３４、３５ページをお願いをいたします。 

 別刷りのほうは２ページをご覧ください。 

 議会費は４，５２９万５，０００円、前年比４６万７，０００円、１％の増額。 

 続きまして、総務費でございます。 

 ３６、３７ページをお願いいたします。 

 総務費全体では５億１，４９３万４，０００円、前年比２，４５１万４，０００円、４．５％の

減額です。 

 ４２、４３ページをお願いをいたします。 

 文書広報費では、前年度は防災行政無線設備管理運用費で、戸別受信機の回収、中継局の撤去工

事を計上しておりました１，８００万円余りが減額となっております。 

 ４６、４７ページをお願いをいたします。 

 地域公共交通確保維持費では、新型コロナウイルス感染症の影響により、幹線バス路線の乗車人
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数が大きく落ち込んでおり、前年と比較して多額の地方バス路線維持費補助金が必要になる見込み

となります。それを見込んでおります。 

 また、伊根町コミュニティバスは、令和４年度からデマンドタクシー方式の運行に移行すること

とし、その協議を行ってまいります。それに併せまして、令和元年から２年間実施しました伊根バ

スの利用促進事業は令和２年度末をもって終了し、令和３年度は通常の１乗車１５０円の運賃に戻

します。 

 ４８、４９ページをお願いいたします。 

 伝建物活用事業は、先ほど説明させていただいたものでございます。 

 ５０ページ、５１ページをお願いをいたします。 

 再生可能エネルギー活用型地域振興事業についても先ほど説明のとおりでございます。 

 次に、民生費でございますが、５億７，４８９万８，０００円、前年比２，０４９万円、

３．７％の増額です。 

 ７７ページをお願いを申し上げます。 

 敬老事業でございます。令和２年度の敬老事業（敬老会）は、コロナ過の中で密を避けるため中

止をせざるを得ませんでした。次年度についても現時点では必ず実施するということを断言するこ

とはできません。しかし、状況を注意深く見ながら、実施可能な方法が見だせるものであれば実施

すべく予算は用意をさせていただく方針でございます。 

 次に、衛生費は２億１，７５１万７，０００円、前年比５，０９２万９，０００円、１９％の減

額でございます。減額の主な要因でございますが、１００、１０１ページをお願いをいたします。 

 塵芥処理費で宮津与謝環境組合負担金が２，１０２万８，０００円、前年比３，８８２万

２，０００円の減額となっております。関連工事など建設関係が完了し、維持管理経費ベースでの

負担金となったことによるものでございます。 

 続いて、農林水産業費は４億５３７万９，０００円、前年比８１５万４，０００円、２．１％の

増額です。 

 １０８、１０９ページをお願いをいたします。 

 農林業関係事業では、農業振興補助金等交付事業の中で、前年度は移住促進住宅整備事業補助金

を４８０万円計上しておりましたが、近年の利用実績や現在相談を受けている案件がないことから

計上を見送っております。相談があった際には、実施を見極めた上での予算計上を考えております。

 １１０、１１１ページをお願いをいたします。 

 林業費では、京都府の風力発電事業が終了したことにより、太鼓山風力発電所管理事業を除き、

５４０万円余りの減額としております。 

 １１６、１１７ページをお願いをいたします。 

 水産振興事業の沿岸漁業振興対策事業補助金では、令和２年度補正で実施した大型定置網に設置

する潮流計測機能を持った魚群探知機整備に対する支援をさらに今年度も実施いたします。 

 漁港管理事業では、伊根漁港、泊漁港、本庄漁港の施設内の舗装やしゅんせつ、泊漁港の侵入防

止柵など、地元漁業者からの要望に対して、きめ細やかな対応を図ってまいります。 

 次のページをご覧ください。 

 漁港機能保全事業費の水産物供給基盤機能保全事業では、大浦第一岸壁保全工事を計上しており

ます。単年度当たりの事業費は増減しますが、水揚げ作業との調整を図りながら、おおむね４年の

事業期間で産業基盤の長寿命化を図ります。 

 次に、商工費です。１億５０８万３，０００円、前年比５７３万円、５．２％の減額です。 

 １２６、１２７ページをお願いをいたします。 

 観光施設整備事業は、老朽化した七面山下の公衆トイレを新しくするものでございます。 

 次に、土木費は２億７，１２５万６，０００円、前年比７６１万６，０００円、２．９%の増額

です。 

 １３２、１３３ページをお願いを申し上げます。 

 道路維持費の町道管理事業では、社会資本整備総合交付金を活用しながら、亀島本庄浜線津母ト

ンネルの改修、同線新井地区の舗装改良、そのほか地域から要望があった畑谷峠線、滝根越山線、
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菅野家廻り線などの修繕工事を実施いたします。 

 １３４、１３５ページをお願いをいたします。 

 道路新設改良費では、継続の亀島本庄浜線法面防災工事と町道辻道線の改良工事の仕上げを行い

ます。 

 次に、消防費でございます。９，９３５万１，０００円、前年比１億４０５万２，０００円、

５１．２％の減額です。 

 １４０、１４１ページをご覧ください。 

 災害対策費が前年比１億５１４万９，０００円の減額となっております。「いねばん」に連動す

る屋外拡声局整備事業の完了によるものでございます。 

 次に教育費でございます。２億７，５０７万５，０００円、前年比７，４１２万８，０００円、

３６．９％の増額です。 

 １５０、１５１ページをお願いをいたします。 

 学校管理運営費で、ページの中段あたりをご覧いただきますと、賄材料費５３４万３，０００円

があります。令和３年度から学校給食会計を公会計化するもので、これまで給食費無償化事業とし

て保護者に対する補助金として計上しておりましたが、材料代購入費として直接執行する形に切り

替え、校長管理の会計から町の直接管理に移管するものでございます。同様に中学校の学校管理費

でも給食費の公会計化を行っております。 

 １５２、１５３ページをお願いをいたします。 

 学校管理費の続きの工事請負費で３，３１６万９，０００円を計上しておりますが、これは小学

校２校の外回りの老朽化が進んでいることから、壁の亀裂や雨漏り部分の改修などを行うものでご

ざいます。 

 公債費は４億５，８０１万９，０００円、前年比１，８００万７，０００円、４．１％の増額で

ございます。 

 続きまして、議案第２号 令和３年度伊根町国民健康保険特別会計予算でございます。 

 １７９ページをお願いをいたします。 

 以後の特別会計の総額は別刷りの１ページをご覧ください。 

 なお、特別会計は総額と主なもののみ説明とさせていただきます。 

 事業勘定の歳入歳出予算の総額は３億４，０３９万２，０００円で、前年比３２２万

９，０００円、１％の増額です。 

 伊根診療所勘定の歳入歳出総額は９，３４０万９，０００円、前年比３５１万９，０００円、

３．９％の増額です。 

 本庄診療所勘定は、歳入歳出総額は７，１６４万９，０００円、前年比１，２６４万

４，０００円、１５％の減額です。 

 事業勘定は、財政運営主体である京都府からの通知額を基に、医療分は財政調整基金を活用した

前年据え置き、後期高齢者支援金分と介護納付金分は、府からの通知に基づいた額を想定しており

ます。 

 次に、伊根診療所勘定でございます。 

 ２０８、２０９ページをお願いをいたします。 

 歳入では、新型コロナ感染症対策で慢性疾患に対しては長期処方を行っていることから、１款診

療収入の減少を見込んでおります。そのため、７款繰入金の一般会計繰入金が増加します。収束ま

での間この状況は続くものと想定しております。また、事業勘定繰入金を電子カルテシステム整備

の財源として計上しております。 

 ２１０、２１１ページをお願いをいたします。 

 歳出では、１款総務費が電子カルテシステム更新費用を計上したため増額となっております。 

 続きまして、本庄診療所勘定でございます。 

 ２２８、２２９ページをお願いを申し上げます。 

 歳入です。１款診療収入が伊根診療所と同様の理由で減額となっております。 

 ７款繰入金は、前年度の電子カルテ整備の特別調整交付金が次年度交付見込みのため、事業勘定



9 

繰入金として歳入計上しております。 

 １１款町債は、前年度に空調システム改修を実施したものが完了したことによる減額でございま

す。 

 ２３０、２３１ページをお願いをいたします。 

 歳出の主なものは、１款総務費、１項施設管理費が大きく減額となっておりますが、空調設備改

修、電子カルテシステムの更新完了によるものでございます。 

 ５款諸支出金は、前年度の電子カルテシステム更新に際して一旦財源を一般会計から繰り入れた

ため、当該財源の特別調整交付金を一般会計に繰り出すものでございます。借入と返却のものでご

ざいます。 

 続きまして、議案第３号 令和３年度伊根町簡易水道特別会計予算でございます。 

 ２４３ページをお願いをいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ１億５，２０９万４，０００円、前年比１，３３０万円、

９．６％の増額です。 

 ２４８、２４９ページをお願いをいたします。 

 歳入では、４款府支出金が大きく伸びておりますが、朝妻地区の集落環境整備事業によるもので

ございます。送水管布設替えでございます。 

 ２５０、２５１ページをお願いをいたします。 

 歳出です。２款衛生費で、伊根中央簡水の送水管布設替え事業で、旧朝妻小学校付近の区間で長

寿命化計画に基づき耐震化を兼ねて実施をいたします。 

 議案第４号 令和３年度伊根町下水道事業特別会計予算です。 

 ２５９ページをお願いをいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ１億３，７８０万４，０００円で、前年比１，１４３万

６，０００円、９％の増額でございます。 

 ２６４、２６５ページをお願いいたします。 

 歳入は、４款府支出金と９款町債が長寿命化関係事業のため増額となっております。 

 ２６６、２６７ページをお願いをいたします。 

 歳出です。主な増額は、２款施設整備費で、長寿命化計画に基づく各終末処理場の機械設備の更

新でございます。 

 議案第５号 令和３年度伊根町財産区特別会計予算でございます。 

 ２７５ページをお願いします。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ９１万円で、前年比６，０００円、０．７％の減額でございま

す。減額は、筒川財産区分で、貸付土地の減少によるものでございます。寺領分でございます。 

 議案第６号 令和３年度伊根町介護保険特別会計予算でございます。 

 ２８７ページをお願いをいたします。 

 保険事業勘定の歳入歳出予算総額は、それぞれ４億３,９５２万２，０００円、前年比５,

２，０８万８，０００円、１３．４％の増額です。 

 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算総額は、それぞれ９４万６，０００円で、前年比

６，０００円、０．６％の増額です。 

 ２９２、２９３ページをお願いをいたします。 

 歳入は、歳出見込みに対する財源を法令に基づき積算したものでございます。 

 ２９４、２９５ページの歳出は、被保険者数や前年度給付実績見込み等に基づいた給付費を計上

しております。従来は３か年計画に基づいた給付見込み額を計上しておりましたが、実績見込みを

反映させるなどとして、実際の給付額に近い予算となるよう積算をしております。 

 ３２２、３２３ページをお願いをいたします。 

 介護サービス事業勘定は、歳入として見込めるケアプランの作成業務をサービス収入に計上し、

次のページの歳出では、１款総務費でケアプラン作成に関わる人件費などのほか、２款事業費でケ

アプランを外部委託する経費を計上しております。 

 議案第７号 令和３年度伊根町訪問看護事業特別会計予算でございます。 
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 ３３１ページをお願いをいたします。 

 歳入歳出予算総額は、それぞれ２,６５８万９，０００円、前年比４０万９，０００円、

１．６％の増額でございます。 

 歳入歳出ともにおおむね前年並みの予算計上で、前年度と同規模の訪問看護サービスの提供を計

画しております。 

 議案第８号 令和３年度伊根町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

 ３４５ページをお願いをいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ４，３５２万５，０００円で、前年比６万７，０００円、

０．２％の増額です。 

 後期高齢者医療特別会計においても、前年度とおおむね同様の歳入歳出を計画しております。 

 以上、特別会計を含む本町の令和３年度の予算案の説明を申し上げました。 

 今年度は、前年度に引き続きコロナ禍を乗り越えるための様々な方策を検討しなければなりませ

ん。そのため、現時点では想定できない事態に立ち至ることも覚悟しております。 

 議員各位をはじめ、町民の皆様のなお一層のご理解とご支援、ご協力を心からお願い申し上げ、

施政方針と当初予算の提案説明とさせていただきます。 

 なお、予算案の詳細な内容につきましては、全員協議会で担当課長等から説明いたしますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 以上をもちまして議案第１号から議案第８号までの令和３年度当初予算案

８議案の提案理由の説明を終了しました。 

 なお、本日は提案説明のみとし、９日に全員協議会を開催して詳細説明を行い、質疑は１１日、

１６日に、討論、採決は１８日に行う予定としております。 

 

◎ 日程第１３ 議案第９号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１３、議案第９号 令和２年度伊根町一般会計第６回補正予算を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第９号 令和２年度伊根町一般会計第６回補正予算でございます。 

 １ページをお願いをいたします。 

 歳入歳出予算総額から、それぞれ２億７,２７２万６，０００円を追加し、３９億４,５８１万円

とするものでございます。 

 ２ページ、３ページをお願いを申し上げます。歳入です。 

 11款１項地方交付税２億９４万２，０００円の増額です。補正財源として留保していた普通交付

税の決定残額でございます。 

 14款使用料及び手数料 １項使用料２,８５２万１，０００円の減額です。公共残土処分場使用

料でございます。 

 15款国庫支出金 １項国庫負担金８３８万９，０００円の増額は、新型コロナワクチン接種体制

確保費負担金でございます。 

 ２項国庫補助金９,０８０万４，０００円の増額は、地方創生拠点整備交付金と新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の第３次分のほか、新型コロナワクチン接種体制確保費補助金

でございます。 

 16款府支出金 ２項府補助金４０２万２，０００円の増額です。 

 17款財産収入 ２項財産売払収入３０万円の増額です。 

 19款繰入金 ２項基金繰入金１８３万３，０００円の増額です。 

 21款諸収入 ４項雑入１５万７，０００円の増額です。 

 22款１項町債５２０万円の減額です。過疎債ソフト分の減額配分に対応するほか、新規で観光関

連施設の財源にするものなどでございます。 

 ４ページ、５ページをご覧ください。歳出です。 

 ２款総務費 １項総務管理費１億５,６８２万５，０００円の増額です。 
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 既に全協でご説明申し上げましたとおり、第３次新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金で、地域公共交通確保維持費で、公共交通関係の支援を計上、地域振興券発行などを計上した

ほか、減債基金積立金を計上しております。 

 ４款衛生費 １項保健衛生費２,６９２万４，０００円の増額です。新型コロナウイルスワクチ

ン接種に係る経費を計上したほか、診療所勘定繰出金の増額を行っています。 

 ６款農林水産業費 １項農業費２８２万２，０００円の増額は、農業者の機械（トラクタ）導入

に対する支援でございます。 

 ７款１項商工費９，０７８万円の増額です。第３次の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金による事業継続支援金、誘客対策のクーポン券のほか、地方創生拠点整備交付金による公

設民営型観光施設、地域産材の飲食提供でございます。整備事業の計上によるものでございます。 

 ８款土木費 １項土木管理費１，９８０万円の減額は、公共残土処分場管理基金積立金でござい

ます。 

 ２項道路橋りょう費７００万円の増額は、今季の降雪による除雪費不足見込み額の計上でござい

ます。 

 ９款１項消防費４０７万円の増額は、避難所の感染対策に要する防災備蓄品の購入でございます。 

 １０款教育費 １項教育総務費６，０００円の増額、２項小学校費３１９万９，０００円の増額

は、小学校２校の感染予防対策と、本庄小学校体育館の雨漏り応急対応費用を計上するものでござ

います。復旧は当初予算で対応する予定でございます。 

 ３項中学校費９０万円は、小学校と同様の感染予防対策経費でございます。 

 ６ページ、７ページをお願いをいたします。 

 第２表、繰越明許費の補正です。新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金による事業で、実

施期間を確保するための繰越しが主なものでございます。 

 ８、９ページをお願いをいたします。第３表、地方債の補正です。 

 追加３件のうち２件は、今回の補正による事業の財源にするものです。減収補てん債は地方消費

税交付金などの減少に伴うものでございます。変更は、過疎対策事業債ソフト分が全国的に要望超

過で割り落としを受けたものの減額です。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 議案第９号 令和２年度伊根町一般会計第６回補正予算について説明

（各担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） 休憩します。１１時１５分まで休憩といたします。 

休憩 １１時０２分 

再開 １１時１４分 

○議長（濱野茂樹君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから質疑を行います。１番、和田議員。 

○１番（和田義清君） 感染症の対策事業についてお聞きしたいと思います。ページは２０、

２１ページのところなんですが、集団予防接種のご説明を聞かせていただいたんですけれども、恐

らくご説明いただいたように、全額国の補助で賄われると思うんですけれども、優先順位に沿って、

完全予約制で行いたいというふうにお聞きしております。その際に、優先順位の項目の中に、基礎

疾患とか慢性疾患をお持ちの方も優先順位の中で途中であるというふうにお聞きしたんですが、そ

の基礎疾患持ちとか慢性疾患持ちというデータは恐らく町内の診療所でかかりつけ医として、また

検診とかで分かっている方は把握できると思うんですけれども、それ以外で検診にもあまり行かず、

病院にも行かず、慢性疾患が把握できない方とかというのは、その際にこの予防接種をする前に簡

単な検査とか等を行うような予定はあるんでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） ただいまの新型コロナウイルスワクチン接種の優先順位のことで、

基礎疾患の方というところですが、我々が当初想定しておりましたのは、予約の際といいますか、
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基礎疾患がある方は診断書の提出を求めるのかどうかと思っておったんですが、そこまでは求めな

い。ですから、申告主義で基礎疾患があると把握する方法と今はなっております。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） １点補足をさせていただきますと、基礎疾患の区分の中で、現在傷病

名というのは明示されておるんですけれども、その傷病名の中で検査数値がどうなるかとかという

ようなものは全くなく、例えば心臓病でしたら、心臓病（高血圧症を含む）という形でだけ示され

ておりまして、ご本人が恐らく通院されておられれば、もうそこで本人の申告を信じると。数値が

明示されておりますのが、ちょっとその数値が今失念して申し訳ないんですが、肥満の方です。Ｂ

ＭＩ指数がある数字以上の方、ここだけが数値が明示されておりまして、ほかは全てご本人の申告

ということになっております。 

○議長（濱野茂樹君） １番、和田議員。 

○１番（和田義清君） ありがとうございます。 

 では、恐らく今鍵課長にご説明いただいたように、ＢＭＩのその数値による判断、それと石野課

長が説明いただいた、本人よる申告、例えば日常的にそれを避けるために薬を飲んでおられる方と

か、そういう形の、じゃ申告とその数値の設定で、基本申告という形で進めていくという理解でよ

ろしいですね。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） ちなみになんですけれども、冒頭の提案説明の中で石野が申し上げま

したとおり、住民の方の６５歳以上の方は基礎疾患の有無にかかわらず、全て接種が始まります。

次のステップとして、６４歳以下の方の中で基礎疾患のある方を優先するという形になります。こ

こがどのような形で国からタイミングを示されるかがまだ全く分からない状態なんですけれども、

これはあくまで私の私見で、この場で申し上げるのは申し訳ないんですが、ファイザー社製のワク

チンを使いまして、その１箱の状態で来ますと、６４歳以下の方の半分ぐらいいけるということに

なります。その中で基礎疾患のある方が先に来ていただくと。それと同時に、もしも６４歳以下の

その他の方が始まったとするなら、もう皆さん、基礎疾患の有無にかかわらず、同時スタートにな

ってくると。現在でも６５歳以上の方が全て終わらなくても、６４歳以下の方をスタートすること

は当然あり得ると言われておりますので、一応そのあたりのところをにらみ合わせてお知らせをさ

せていただきたいというふうに思っています。 

○議長（濱野茂樹君） ２番、上辻議員。 

○２番（上辻 亨君） 関連質問であります。初めての取組ということで、多分混雑したりいろん

なことを想定して、この事業をされると思うんですけれども、完全予約されるということで、来ら

れる方の足の確保ですね、どういうような足の確保を想定されておるのか、また、個人でここへ来

て、ここが駐車場がいっぱいになったり、その足の確保とか、そういうようなことをちょっとお聞

かせください。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） 移動手段の問題だと思うんですが、その前段としまして、今お医

者さん、ドクターと調整している段階ではございますが、大体３０分間で３０人の接種ができたら

どうかというところで、受付時間も区切り、接種していただく時間帯も区切っての改めた通知を考

えております。ですから、混み合うことはやはり避けるように、これがドクターからの指示でもあ

りますので、混み合わない方法を検討しております。 

 提案説明のときに送迎のことも触れるかどうかも思ったんですが、送迎ありきというふうに今度

捉えられるとというところもありまして、我々もまだ初めての経験ですので、できることなら自力、

もしくは家族、ご近所さんで来ていただけることを進めながら、最終、全住民さん、希望される住

民さんに接種となると、町はほかの事業の際も送迎等も当然しておりますので、最後、送迎の必要

な方は、やはり送迎が必要だとは考えておりますが、初めての取組だというところも含めますと、

まずは何とか来ていただける方からというところが準備の段階で今検討しているところです。ただ、

繰り返しになりますが、何とかやっぱり送迎もしながら、希望される方に接種したいと考えており

ます。 
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○議長（濱野茂樹君） ８番、佐戸議員。 

○８番（佐戸仁志君） この会場で接種をされるということで、もし接種後の待機中にアナフィラ

キシー、副作用が出た場合、対応されると思うんですが、この町内での診療所で対応できるのか、

または救急車に乗せて、与謝の海病院まで行かなあかんとか、そういうことがあるのかお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） ただいまの副反応のご質問が出ましたが、あくまでまだこれも計画中

でございますので、現段階でアナフィラキシーショックに対応できる医薬品類を準備をさせていた

だくということを接種管理ドクターからは指示をされておりますので、薬品類と救急救命措置を行

える器具類は準備をさせていただく想定をしております。 

 また、もう一つ、幸いなことに橋北分署がすぐ近くにございますので、消防組合とも連携を取り

ながら、集団接種を実施する日は、この日はこの時間帯でやりますよということを消防組合のほう

に通知をし、体制を取っていただけるような、そんなことにも調整を進めながら、今検討しておる

ところでございます。 

○議長（濱野茂樹君） ６番、大谷議員。 

○６番（大谷 功君） 私も関連なんですが、説明の中で伊根町は集団接種なんですけれども、町

外接種、ほかの施設での接種の話も支払い方法のことも含めて説明されたと思うんですが、伊根町

外の診療所等の施設で接種するということは可能なんでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） 当然町外接種は可能であります。その場合、本町のほうにそうい

った申出していただきまして、所定の手続を済ませれば町外でも可能となります。特にかかりつけ

医として町内の診療所以外にかかっておられる方は、そういった安心感も含めますと、そちらを望

まれる方もおることは想定していますが、あくまでもより多くの方に接種ができる方法として集団

接種を検討しておりまして、細かな話で言いましたら、町内の老人施設はどうするのか、往診に対

応している患者さんはどうするのか、そういったことも当然出てきますので、ワクチンがおおむね

１，０００回分、高齢者さんが１，０００人おられる中で、１，０００回分が２箱届ければ、おお

むね高齢者さんに接種完了となります。そういった集団になじまない方に対してもワクチンの保管

期間等々、十分無駄のないよう検討しながら、往診対応する方とか、施設対応する方とか、町外で

接種希望される方は、その地域でのワクチンの確保になってくることになるんですけれども、希望

される方に行き届くように検討しております。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 物すごく具体的な例を申し上げますと、住民票が伊根町にあるまま、

親御さんの実家に住民票がある状態で、大学に通っておられて、大阪や東京や京都におられる方、

これは実際にお住まいなっております学校の近くでの自治体で実施したらよいという指針も示され

ております。その場合、伊根町に今石野課長が申し上げましたとおり、申請をしていただいて、住

所地外接種という手続を取って、そちらのお住まいの例えば京都市内の何か実施場所に行っていた

だくということになります。もう一つが、施設入所者、入院中の方、こういったところはその施設

管理者が、あるいは病院長が希望を取っていただいて、そちらからその施設内で接種するという届

けをいただいて、そちらで一括してやっていただくという形になります。こういった今申し上げた

ような方々が国保連合会経由で伊根町外で接種して請求してくる形になる方になります。 

○議長（濱野茂樹君） ４番、中島議員。 

○４番（中嶋 章君） コールセンターを設けられて、予約を受け付けるとお聞きしたんですけれ

ども、接種券みたいな、そういうなのは発行されて、もし受け取っても意思表示をされない場合、

私は受けたくないとか、そういう方には後からまたこちらのほうからご案内するとか、そういうこ

とはされるんでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 接種券につきましては、該当者の方、それは国が指示してこられるこ

とになってますが、何歳以上の方に接種券を送りなさいという、国の指示がありましたとき、全国
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で一斉に送付されます。その接種券を持っていただいて、接種を受けることになるわけですが、今

本町で考えております手順としましては、該当の方に接種券を一斉に送りますが、それだけでは受

けることができない状態です。接種券が届きましたら、その接種券の中で予約方法についてご案内

を申し上げる予定でございます。本町で開設しますコールセンターに予約を取っていただく。その

予約を取っていただいた方に予診票、ワクチン接種の場合、その日の体調ですとか、過去の予防接

種の経歴とか、そういったものを書いていただく予診票が要るんですが、その予診票を送ります。

打ちたいという意思表示をしてこられた方にだけ予診票を送る計画で現段階はおります。ちょっと

そのあたりも接種券と予診票を併せて送りなさいという指示になる場合もあり得るということを聞

いておりますので、まだそこも確立してない状態なんですが、そういうような方法で想定をしてい

ます。あくまでも接種は任意でするということで、私はしたくない、あるいは副反応が不安だから

嫌だという方につきましては、強制はできないということになっています。打てますよ。打てばこ

ういう効果がありますよという広報はさせていただきますが、個別に、個人の方に、あなた打ちな

さいというご案内はする予定は現段階ではない状況でございます。また、そのあたりのところも今

後国の指針が出ましたら、どういった形になるのかはまだはっきりとはしておりませんが、現段階

では希望される方に接種するという前提で進めております。 

○議長（濱野茂樹君） ２番、上辻議員。 

○２番（上辻 亨君） 財産管理費のところで１９ページですが、工事請負契約、日出のトモブト

倉庫と言うんですか、あそこは重点地域に指定されておるのかどうかちょっと分からないんですけ

れども、あそこ解体した後、また何か建物を建てるような計画があるのかないのかちょっとお聞か

せください。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 現段階では危険な部分を撤去する工事費を計上させていただいており

まして、その後にというのは、現段階の事業費ではありません。計画としまして、具体的なものは

まだない状態でございます。 

 地区内ではありますが、建物そのものは伝統的建造物という指定は受けてない状態でございます。 

○議長（濱野茂樹君） ６番、大谷議員。 

○６番（大谷 功君） １４ページの１４款使用料、手数料の土木使用料ですが、２，８００万の

残土処分使用料の減額なんですけれども、これは考え方として、コロナで事業が減ったというふう

に思っていいのか、それともただ単に残土が減ったということなのか、そこらが分かっておられま

したら聞かせてください。 

○議長（濱野茂樹君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 明確な回答にはならないかも分かりませんが、年度当初、全く搬

入がございませんでした。その理由は、特に一番たくさん搬入される京都府の工事の発注が遅くな

った。という理由は、中身はテレワークで、なかなか工事発注が進まなかったということで、今に

なって２月、３月でかなり申込みがありますので、それにしても予算までは全然追いつかないとい

うことなので、コロナの影響も多分にあったかなと考えております。 

○議長（濱野茂樹君） ７番、松山議員。 

○７番（松山義宗君） 商工費です。観光施設整備事業、これは地域の食材をたくさん使われると

いうふうなことをおっしゃっていますけれども、実際に今現在伊根町内のそういう飲食に関わると

ころで地元食材率みたいなのをどこかでお持ちなのか。地元の食材をたくさん使おうということだ

と思うんですが、どれぐらいなパーセンテージを想定されているのかというのをちょっとお伺いし

ます。 

○議長（濱野茂樹君） 千賀課長。 

○企画観光課長（千賀和孝君） 地元食材率の使用率等については、町のほうで把握はできており

ません。この施設でのどれぐらいの割合でというのも、事業者様のほうからふんだんに使いたいと

いうものでプロポーズにより選定をしておりますので、率まではまだまだ把握はできておらず、こ

れから事業者のほうで検討されたり、調達方法を検討されるべきと思っております。 

○議長（濱野茂樹君） ８番、佐戸議員。 
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○８番（佐戸仁志君） ２５ページの誘客対策事業のクーポン券なんですけれども、ＧｏＴｏ事業

終了後に配布したいというふうに今お聞きしましたが、ニュースなんかを見てますと、やるんでし

ょうけれども、今すぐＧｏＴｏ事業をやるような雰囲気ではないような気もいたします。そのＧｏ

Ｔｏ終了までにお配りするというのも誘客事業といたしまして大事なんじゃないかなと思うんです

が、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 千賀課長。 

○企画観光課長（千賀和孝君） 国がＧｏＴｏを中止している理由が、感染拡大を防止するという

観点で中止されているところで、伊根町が国が停止しているものに代わってやるというのはいかが

なものかなと思いますので、やはり実施方法については観光協会、観光協会は当然会員さんとの協

議を持って、伊根町に回答していただいておりますので、ＧｏＴｏの終了後に実施はさせていただ

きたいと現段階では思っております。ただ、ＧｏＴｏの終了が延びたりする関係があるかもしれな

いとも想定をしておりまして、その際にはＧｏＴｏとのかぶりというものも出てくる可能性がある

かとは思っておりますが、ＧｏＴｏ前にやるということは現在のところ想定はしておりません。 

○議長（濱野茂樹君） ８番、佐戸議員。 

○８番（佐戸仁志君） 今一番大変なのは関東圏だと思います。関東圏にずっと合わせて自粛をす

るというのも何か変な気もいたしますので、できれば地区、地区で、場所、場所によって再開をし

ていくべきではないかなと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 千賀課長。 

○企画観光課長（千賀和孝君） 佐戸議員おっしゃられました地区ごとの再開ということにつきま

しては、ＧｏＴｏトラベルのほうもそういった検討がなされておるというふうに聞いておりますの

で、そちらのほうの国の対応を見守りたいなというふうには思います。現段階は観光協会との協議

の上で実施時期を定めておりますので、観光協会のほうが会員さんと相談の上、早期の実施という

ことであれば、町は柔軟に対応はさせていただきます。現段階では想定はしておりませんが、観光

協会の協議でそういうことも柔軟な対応はさせていただきたいと思っております。 

○議長（濱野茂樹君） ５番、山根議員。 

○５番（山根朝子君） ２５ページの消防費の災害対策費ですが、消耗品費とありますけれども、

大体備品は何を購入されるのかということと、それから、コロナの感染が広がる中で、避難所のイ

メージというのが、家族ごととか個人ごとにパーティションで区切って、もうこういうところで雑

魚寝みたいな感じやなくて、そんな感じでちょっとプライバシーも守られるような避難所というの

をイメージしたらいいんでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） ただいま山根議員が質問の中で言っていただいたような、そういった

パーティションですとか、そういったものの必要性が今避難所の中での感染対策として言われてお

ります。そういったものの整備と備品につきましては、現在、庁舎の入り口にあります体温計です

ね、ああいったようなものも避難所ではもう簡便に測っていただけるように整備する必要があるか

なというふうに思ったので、そういったものの経費を計上させていただいております。 

○議長（濱野茂樹君） ４番、中島議員。 

○４番（中嶋 章君） 地域振興券発行事業についてお尋ねいたします。５月３１日までの使用期

限ということで、短期集中で消費喚起を促され、事業者、住民の支援のほうにお考えなんですけれ

ども、万が一もしまた第４波と言うんですか、その期間中に自粛要請とか、そういう不測の事態が

起こった場合、利用停止期間をされるのか、また延長されるのか、その辺はどういうふうに考えて

おられますか。 

○議長（濱野茂樹君） 千賀課長。 

○企画観光課長（千賀和孝君） もしも使用期間中に何かそういった不測の事態が起こった場合に

は、その都度判断が必要になると思っておりますので、必ずこうしますということも、どんなこと

が起こるか想定が今できておりませんので、延長する、しないという判断はここではないですけれ

ども、不測の事態が起こった場合には、その不測の事態に対応するべき対応を取らせていただきた

いというふうに思っております。 
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○議長（濱野茂樹君） １番、和田議員。 

○１番（和田義清君） すみません、先ほど山根議員が質問された、私も２４、２５ページの災害

対策費のところなんですけれども、４０７万円、主に消耗品費がほぼ大半を占めとるわけですけれ

ども、端的に、先ほどパーティションというご説明がありましたけれども、それ以外に大体どのよ

うなものを中心的に購入予定なのか。それと、今までの避難所にはなかったものをコロナの感染予

防対策をする上で買っていこうと思っているもの等があれば、口頭で結構ですので、ご説明いただ

けますか。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 消耗品類はもう本当に細々したものが主でして、消毒薬を備蓄してお

くですとか、マスク類ですとか、あとは、これ増額と申しました。当初のところでも最初に計上さ

せていただきましたところで申しました京都府の避難所基準に見合うものを１００％を目指して整

備していくと。そういったものも含んでおりますし、ちょっとイメージとしては消毒ですとか、発

熱の方がもし来られたときに隔離しておくために必要な物品類ですとか、そういったようなイメー

ジというところでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（濱野茂樹君） 和田議員、よろしいですか。 

○１番（和田義清君） はい。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はありませんか。 

 １番、和田議員。 

○１番（和田義清君） すみません、もう一度感染症対策の件なんですけれども、先ほど上辻議員

がおっしゃいました、例えば独居老人とか、身体的にちょっとドア・ツー・ドアじゃないと、なか

なか病院とか、そういうところに来れないという方は、検診にこられるときの足の確保ですね、そ

れは多分恐らく社協さんがやっておられる福祉サービス、また伊根町の有志の団体がやっておられ

る福祉有償サービス等をご利用になられたりして来ることも考えられますけれども、その辺に関し

ての支援とか救済というのは、この予算には入ってないと思うんですけれども、そのあたりは国と

か府の補助が受けられるのでなければ、町単独でそういうことも支援していくという考えがあるの

かどうか、そのあたりをちょっとお聞かせ願いたいんですが。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） 移動手段の財源かと思います。国のほうが示しているものには、

タクシー等の利用についても対象となるようには聞いております。当然ながら福祉有償の場合のか

かった経費も町のほうで見る手段もあろうかと思います。ただ、福祉有償を活用できますよと言っ

て、そちらの制度で、じゃあ自力で接種会場に行けない人がそれだけで行けるかといいますと、や

はり町は最終送迎したほうが人数的には多くできるのかなと思っているところもあって、まだこの

ワクチンの配分の個数の関係や集団で接種がどこまでできるか、集団から漏れた方の医療機関での

個別接種や、そういったこともまだまだ不明確な部分もたくさんありますので、１つずつ検証しな

がら、より多くの方に接種していただき、集団免疫の構築に努めたいと考えております。 

○議長（濱野茂樹君） １番、和田議員。 

○１番（和田義清君） ありがとうございます。 

 確かにおっしゃるように、なかなか先がしっかり決まっていかないと、その辺が予想だけに、な

かなかはっきりしないと思いますので、はっきりしていく過程で、なるべくそういういわゆる高齢

者で足のない方とか、肉体的ハンディキャップを背負った方で、なかなか行けない方に関してのフ

ォローはしっかりとその状況に応じてやっていただきたいということをお願いして、質問を終わり

ます。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はありませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を

終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第９号 令和２年度伊根町一般会計第６回補正予算を採決します。 
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 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 休憩します。１時まで休憩します。 

休憩 １１時４５分 

再開 １２時５８分 

○議長（濱野茂樹君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程第１４ 議案第１０号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１４、議案第１０号 令和２年度伊根町国民健康保険特別会計第

４回補正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１０号 令和２年度伊根町国民健康保険特別会計第４回補正予算で

ございます。 

 ２９ページをお願い申し上げます。 

 事業勘定の歳入歳出予算総額から、それぞれ６４３万３，０００円を減額し、３億３,０７３万

円とするものです。 

 ３０、３１ページをお願いをいたします。歳入です。 

 ５款国庫支出金 ２項国庫補助金６６０万円の減額です。 

 １０款繰入金、２項基金繰入金１６万７，０００円の増額です。 

 ３２、３３ページをお願い申し上げます。歳出です。 

 ９款諸支出金 １項償還金及び還付加算金１６万７，０００円の増額、３項繰出金６６０万円の

減額です。 

 ４２ページ、４３ページをお願い申し上げます。 

 伊根診療所勘定の歳入の補正です。 

 新型コロナ感染症を避けるため、伊根診療所では慢性疾患に対し長期処方を実施しています。そ

のため、１款診療収入 １項外来収入が１，０００万円の減額です。 

 ４款府支出金 ２項府補助金３０７万２，０００円の増額です。 

 ７款繰入金 １項他会計繰入金６９２万８，０００円の増額です。 

 ４８、４９ページをお願いをいたします。 

 本庄診療所の歳入補正でございます。 

 １款診療収入 １項外来収入２００万円の減額、４款府支出金 ２項府補助金１５０万

４，０００円の増額、７款繰入金 １項他会計繰入金７０９万６，０００円の増額です。 

 ２項事業勘定繰入金６６０万円の減額です。 

 ５０ページ、５１ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費でございます。電子カルテ整備に要する経費でございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 増井課長。 

○住民生活課長（増井和彦君） 議案第１０号 令和２年度伊根町国民健康保険特別会計第４回補

正予算について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０号 令和２年度伊根町国民健康保険特別会計第４回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 
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◎ 日程第１５ 議案第１１号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１５、議案第１１号 令和２年度伊根町簡易水道特別会計第３回補

正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１１号 令和２年度伊根町簡易水道特別会計第３回補正予算でござ

います。 

 ５７ページをお願いをいたします。 

 この補正は、金額の増減はございません。 

 ５８、５９ページをお願いをいたします。 

 第１表、繰越明許費でございます。一般管理費で、公営企業法適用のための財産調査が不測の日

数を要したため、繰越しを行うものでございます。 

 担当課長からの細部説明につきましては省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１号 令和２年度伊根町簡易水道特別会計第３回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１６ 議案第１２号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１６、議案第１２号 令和２年度伊根町下水道事業特別会計第３回

補正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１２号 令和２年度伊根町下水道事業特別会計第３回補正予算でご

ざいます。 

 ６１ページをお願いをいたします。 

 歳入歳出予算総額に、それぞれ１９０万円を追加し、１億３,３６８万９，０００円とするもの

でございます。 

 ６２、６３ページをご覧ください。歳入です。 

 ２款分担金及び負担金 １項分担金１９０万円の増額は、加入分担金です。 

 次のページをお願いをいたします。歳出です。 

 ３款１項基金積立金１９０万円で、減債基金積立金でございます。 

 ６６、６７ページをお願いをいたします。第２表、繰越明許費です。 

 一般管理費は、公営企業法適用のための財産調査が不測の日数を要したため、集落排水事業費は、

設備機器が特殊なものであり、製作に長期日数を要することから適正工期を確保するものでござい

ます。 

 担当課長からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります。

これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２号 令和２年度伊根町下水道事業特別会計第３回補正予算を採決します。 
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 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１７ 議案第１３号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１７、議案第１３号 令和２年度伊根町財産区特別会計第２回補正

予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１３号 令和２年度伊根町財産区特別会計第２回補正予算でござい

ます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額に、それぞれ４３万４，０００円を追加し、２５３万８，０００円とするもの

でございます。 

 ７８、７９ページをお願いをいたします。歳入です。 

 １款財産収入 １項財産運用収入１０万円の増額は、一般会計で実施しておりますエネルギー構

造高度化・転換理解促進事業による本庄財産区の風況調査に要する土地の貸付料でございます。 

 ２項財産売払収入２０万円の増額は、筒川財産区での府有林の間伐材売却収入でございます。 

 ３款１項繰入金１３万４，０００円の増額は、本庄財産区の町行造林搬出間伐による収益金など

でございます。 

 次のページをお願いをいたします。歳出です。 

 １款１項財産区管理費４３万４，０００円の増額です。 

 歳入で説明申し上げましたものをそれぞれの財産区に維持交付金として支出するものでございま

す。 

 担当課長からの細部説明につきましては省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑がないようでありま

すが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３号 令和２年度伊根町財産区特別会計第２回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１８ 議案第１４号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１８、議案第１４号 伊根町介護保険条例の一部改正についてを議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１４号 伊根町介護保険条例の一部改正についてでございます。 

 令和３年度から令和５年度までの介護保険料を定めるとともに、関係法令の改正に対応するため

所要の改正を行うものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） 議案第１４号 伊根町介護保険条例の一部改正について説明（担

当課長説明記載省略） 

 

 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります
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が、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１４号 伊根町介護保険条例の一部改正についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１９ 議案第１５号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１９、議案第１５号 伊根町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１５号 伊根町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてでございます。 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、

所要の改正を行うものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） 議案第１５号 伊根町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ５番、山根議員。 

○５番（山根朝子君） すみません、これ多分地域包括支援センターのことでいいんですよね、理

解としては。そこに主任介護支援専門員が今配置されているんですか、それとも配置されてなくて

という現状でしょうか。 

 それと、この制度は２００６年から設置されたと理解しているんですけれども、伊根町としても

計画的に主任介護支援専門員を置くような計画を持たれていたのかどうかということもちょっと教

えてほしいのと、それから、費用も何か京都府の研修を受ければ、主任介護支援専門員の資格が取

れると思うんですけれども、府県によって５万円のところがあれば、６万何ぼのところもあれば、

いろいろあると思うんですけれども、受講費の支援みたいなものは伊根町ではされているんでしょ

うか。 

 以上、質問です。お願いします。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） 少し質問が一度にたくさんありましたので、お答えできない部分

がありましたら改めて質問いただきたいと思うんですが、町内のただいま申し上げました説明の施

設は、伊根在宅介護支援センター、六万部長寿苑内にある施設のみが対象となります。聞くところ

によりますと、みなし規定での運用と聞いております。いつから適用になったかどうかちょっとそ

こまで私、調べ切れておりません。これは施設側が基準を満たすための要件であることから、施設

の一部努力によるところによるものかなと考えております。 

○議長（濱野茂樹君） ５番、山根議員。 

○５番（山根朝子君） 私の理解がちょっと間違っていたところもあるんですけれども、この主任

介護支援専門員というのは大体地域包括支援センターに配置されていることが多いかなと思って、

そんなちょっと理解が間違っていたところもあると思うんですけれども、そうしたら、伊根町の地

域包括支援センターはこの要件というか、主任介護支援専門員は置かなくてもいいという理解でよ

ろしいんでしょうか。今長寿苑さんの伊根町在宅介護支援センターのほうの基準であって、伊根町

の包括支援センターのほうの施設基準には別にこれは当てはまらないというふうに理解していいん
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ですね。 

○議長（濱野茂樹君） 石野課長。 

○保健福祉課長（石野 靖君） 今回のこの条例案を改正する中で、当然担当職員もおり、調査し

た結果を申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、町内では伊根在宅介護支援センターのみ

でありますので、包括支援センターは該当施設にならないと聞いております。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はありませんか。質疑なしの声がありますが、これで質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１５号 伊根町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第２０ 議案第１６号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第２０、議案第１６号 伊根町道の構造の基準に関する条例の一部改

正についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１６号 伊根町道の構造の基準に関する条例の一部改正についてで

ございます。 

 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布されたことに伴

い、所要の改正を行うものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 議案第１６号 伊根町道の構造の基準に関する条例の一部改正に

ついて説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１６号 伊根町道の構造の基準に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第２１ 議案第１７号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第２１、議案第１７号 令和２年度伊根漁港海岸保全施設整備工事変

更請負契約の締結についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１７号 令和２年度伊根漁港海岸保全施設整備工事変更請負契約の

締結についてでございます。 

 契約の締結に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条

の規定により議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 白須課長。 
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○地域整備課長（白須 剛君） 議案第１７号 令和２年度伊根漁港海岸保全施設整備工事変更請

負契約の締結について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１７号 令和２年度伊根漁港海岸保全施設整備工事変更請負契約の締結につい

てを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第２２ 議案第１８号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第２２、議案第１８号 宮津市、伊根町及び与謝野町障害者介護給付

費等支給認定審査会共同設置規約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１８号 宮津市、伊根町及び与謝野町障害者介護給付費等支給認定

審査会共同設置規約の変更についてでございます。 

 令和３年４月１日から宮津市、伊根町及び与謝野町障害者介護給付費等支給認定審査会の事務局

を与謝野町から宮津市に変更することについて、地方自治法第２５２条の７第３項において準用す

る同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。 

 担当課長からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第１８号 宮津市、伊根町及び与謝野町障害者介護給付費等支給認定審査会共同

設置規約の変更についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第２３ 議案第１９号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第２３、議案第１９号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第１９号 人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

 現職の人権擁護委員１名が令和３年６月３０日付で任期満了となることに伴い、新たに奥野均氏

を推薦するに当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでご

ざいます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思
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いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから、議案第１９号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

 本件は原案による者を適任と認めることに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、

本件は原案による者を適任と認めることに決定しました。 

 

◎ 散  会 

○議長（濱野茂樹君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

散会 １３時４７分 
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